
コンタクトレンズ検査料１
に係る掲示

コンタクトレンズ診療に係る点数は以下のとおりです。

◇ 初診料 ２９１点
（３割負担 ８７０円、１割負担 ２９０円）

◇ 再診料 ７５点
（３割負担 ２３０円、１割負担 ８０円）

◇ コンタクトレンズ検査料１ ２００点
（３割負担 ６００円、１割負担 ２００円）

※厚生労働省が定める疾病等によっては、上記のコンタク
トレンズ検査料ではなく、眼科学的検査料で算定する場合が
ございます。

◆ 診療を担当する眼科医 ◆

練合 かのこ（眼科専門医）
【厚生労働省の施設基準を定める経験を有しています】

上記について、ご不明な点がありましたらご相談くだ
さい。
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